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「盛土規制法に基づく許可制度の手引」新旧対照表 

頁 改正案 現行 説明 

p.5 カ 建築物の建築自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

〔事例〕建築物の建築自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

 

カ 建築物の建築自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

〔事例〕建築物の建築自体と不可分一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 

 

重複のため削除 

p.5 ク 道路からのアプローチとして、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められ

る次の表に掲げる数値以下のスロープ（階段を含む。）を新設（法令等により必要となるバリア

フリー対応のために設けるものを除き原則１箇所までとする。）、変更又は撤去する行為 

種   別 スロープの幅 

戸建て住宅の敷地 4ｍ以下 

戸建て住宅以外の建築物で延べ面積が 3,000㎡以内の敷地 6ｍ以下 

上記以外の土地 8ｍ以下 

〔事例〕道路からのアプローチとして、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認め

られるスロープ（階段を含む。）を新設（法令等により必要となるバリアフリー対応のため

に設けるものを除き原則１箇所までとする。）、変更又は撤去する行為 

 

ク 道路からのアプローチとして、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められる

次の表に掲げる数値以下のスロープ（階段を含む。）を新設（法令等により必要となるバリアフリ

ー対応のために設けるものを除き原則１箇所までとする。）、変更又は撤去する行為 

種   別 スロープの幅 

戸建て住宅の敷地 4ｍ以下 

戸建て住宅以外の建築物で延べ面積が 3,000㎡以内の敷地 6ｍ以下 

上記以外の土地 8ｍ以下 

〔事例〕道路からのアプローチとして、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認めら

れるスロープ（階段を含む。）を新設（法令等により必要となるバリアフリー対応のために設

けるものを除き原則１箇所までとする。）、変更又は撤去する行為 

 

重複のため削除 

p.6 ケ 建築物の出入口に、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められるスロープ

（階段を含む。）を設置、変更又は撤去する行為（法令等により必要となるバリアフリー対応の

ために設けるものを含む。） 

〔事例〕建築物の出入口に、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められるスロ

ープ（階段を含む。）を設置、変更又は撤去する行為（法令等により必要となるバリアフリ

ー対応のために設けるものを含む。） 

 

ケ 建築物の出入口に、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められるスロープ（階

段を含む。）を設置、変更又は撤去する行為（法令等により必要となるバリアフリー対応のために

設けるものを含む。） 

〔事例〕建築物の出入口に、必要最小限の規模及び形状を有するもので局部的と認められるスロー

プ（階段を含む。）を設置、変更又は撤去する行為（法令等により必要となるバリアフリー対

応のために設けるものを含む。） 

 

重複のため削除 

p.7 コ 京都市風致地区条例第５条第１号ウ（ウ）の規定に基づき、建築物を風致地区の種別に応じ同

条例の別表の建築物の後退距離欄に掲げる距離まで後退させるための行為のうち、出入口先の

道路に面して建築物であるガレージボックスを設置する行為 

〔事例〕京都市風致地区条例第５条第１号ウ（ウ）の規定に基づき、建築物を風致地区の種別に応

じ、同条例の別表の建築物の後退距離欄に掲げる距離まで後退させるための行為のうち、

出入口先の道路に面して建築物であるガレージボックスを設置する行為 

 

コ 京都市風致地区条例第５条第１号ウ（ウ）の規定に基づき、建築物を風致地区の種別に応じ同

条例の別表の建築物の後退距離欄に掲げる距離まで後退させるための行為のうち、出入口先の道

路に面して建築物であるガレージボックスを設置する行為 

〔事例〕京都市風致地区条例第５条第１号ウ（ウ）の規定に基づき、建築物を風致地区の種別に応

じ、同条例の別表の建築物の後退距離欄に掲げる距離まで後退させるための行為のうち、出

入口先の道路に面して建築物であるガレージボックスを設置する行為 

 

重複のため削除 
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p.7 サ 建築基準法第 42条第 2項及び同条第 3項に該当する道路に接する敷地内で後退が必要な部分

又は同法第 43条第 2項に基づく認定又は許可の規定に適合するために敷地内で後退が必要な部

分を後退する行為 

建築基準法第 42条第 2項若しくは同条第 3項による指定を受けた道路又は同条第 1項第 5号

による位置の指定を受けた道（京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例第 6 条が適

用される拡幅予定型位置指定道路に限る。）に接している敷地で、規定の後退線まで敷地を後退

させる行為及び同法第 43条第 2項に規定する認定又は許可を受けるために敷地を後退させる行

為 

〔事例〕建築基準法第 42条第 2項及び同条第 3項に該当する道路に接する敷地内で後退が必要

な部分又は同法第 43条第 2項に基づく認定又は許可の規定に適合するために敷地内で後

退が必要な部分を後退する行為 

 

サ 建築基準法第 42条第 2 項及び同条第 3 項に該当する道路に接する敷地内で後退が必要な部分

又は同法第 43条第 2 項に基づく認定又は許可の規定に適合するために敷地内で後退が必要な部

分を後退する行為  

〔事例〕建築基準法第 42条第 2項及び同条第 3項に該当する道路に接する敷地内で後退が必要な

部分又は同法第 43条第 2項に基づく認定又は許可の規定に適合するために敷地内で後退が

必要な部分を後退する行為 

 

・拡幅予定型位置指

定道路の取扱いにつ

いて明記 

・重複のため削除 

p.8 
シ 道路の交差部にすみ切りを設ける行為（京都市建築基準条例第 3条の規定に基づく空地整備

を含む。）  

〔事例〕道路の交差部にすみ切りを設ける行為又は京都市建築基準条例第 3 条の規定により敷地

の一部を空地とする行為 

 

シ 道路の交差部にすみ切りを設ける行為（京都市建築基準条例第 3条の規定に基づく空地整備

を含む。）  

〔事例〕道路の交差部にすみ切りを設ける行為又は京都市建築基準条例第 3 条の規定により敷地

の一部を空地とする行為 

重複のため削除 

p.8 ス 既存擁壁をほぼ同じ位置で造りかえる行為  

〔事例〕既存擁壁をほぼ同じ位置で造りかえる行為 

 

ス 既存擁壁をほぼ同じ位置で造りかえる行為  

〔事例〕既存擁壁をほぼ同じ位置で造りかえる行為 

 

重複のため削除 

p.9 セ 地中埋設物（建築物の基礎等）の撤去などの解体工事に伴う床掘及び現況地盤までの埋戻し  

〔事例〕地中埋設物（建築物の基礎等）の撤去などの解体工事に伴う床掘及び現況地盤までの埋

戻し 

セ 地中埋設物（建築物の基礎等）の撤去などの解体工事に伴う床掘及び現況地盤までの埋戻し  

〔事例〕地中埋設物（建築物の基礎等）の撤去などの解体工事に伴う床掘及び現況地盤までの埋

戻し 

重複のため削除 
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p.13 ⑴ 技術的基準 

 規制区域内において行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、各技術的

基準に従い、擁壁、排水施設の設置その他宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防

止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

詳細は、第 34章 1技術的基準を参照のによること。 

⑵ 工事主の資力・信用 

 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があることが必要であ

る。 

 詳細は、第 3章 21資力及び信用の基準を参照のこと。 

⑶ 工事施行者の能力 

 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があることが必要であ

る。 

 詳細は、第 3章 32工事施行者の能力の基準を参照のこと。 

⑷ 権利者の同意 

 当該宅地造成等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について、権利を有する者の

全ての同意を得なければならない。 

 詳細は、第 3章 43関係権利者の同意の基準を参照のこと。 

 

⑴ 技術的基準 

 規制区域内において行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、各技術的

基準に従い、擁壁、排水施設の設置その他宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防

止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

詳細は、第 3章 1技術的基準を参照のこと。 

⑵ 工事主の資力・信用 

 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があることが必要であ

る。 

 詳細は、第 3章 2資力及び信用の基準を参照のこと。 

⑶ 工事施行者の能力 

 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があることが必要であ

る。 

 詳細は、第 3章 3工事施行者の能力の基準を参照のこと。 

⑷ 権利者の同意 

 当該宅地造成等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について、権利を有する者の

全ての同意を得なければならない。 

 詳細は、第 3章 4関係権利者の同意の基準を参照のこと。 

 

・構成変更によるズ

レ修正 

・文言修正 

p.14 7 許可に係る住民への周知（法第 11・29条）  

  規制区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、当該工事の

許可の申請をするときは、あらかじめ、施行区域内の土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催

その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

  詳細しくは、第 2章 2許可申請前手続を参照のこと。 

 

7 許可に係る住民への周知（法第 11・29条）  

  規制区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、当該工事の

許可の申請をするときは、あらかじめ、施行区域内の土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催

その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

  詳しくは、第 2章 2許可申請前手続を参照のこと。 

 

文言修正 

p.19 ⑵ 地下車庫の審査 

ア 工事と合わせて地下車庫を築造する場合は、事前審査時に、書類・図面の作成要領（別表

7）に掲げる図書を添付して提出すること。 

イ 提出部数：2部 

ウ 審査申出についての注意事項 

(ア) 添付図面等は、Ａ4判の大きさに製本すること。 

なお、添付図面は、Ｚ折で綴じるか、目録を付した図面袋に入れること。 

(イ) 設計図書には、設計者の氏名を記載すること。 

 

⑵ 地下車庫の審査 

ア 工事と合わせて地下車庫を築造する場合は、事前審査時に、書類・図面の作成要領（別表

7）に掲げる図書を添付して提出すること。 

イ 提出部数：2部 

ウ 審査申出についての注意事項 

(ア) 添付図面等は、Ａ4判の大きさに製本すること。 

なお、添付図面は、目録を付した図面袋に入れること。 

(イ) 設計図書には、設計者の氏名を記載すること。 

 

図面の提出形式の追

加 

p.20 (ｲ) 申請書、添付図面等は、各部ごとに厚紙の表紙を付け、目次を記載及びインデックスを

付し、Ａ4判の大きさに製本すること。 

なお、添付図面は、Ｚ折で綴じるか、目録を付した図面袋に入れること。 

 

 

(ｲ) 申請書、添付図面等は、各部ごとに厚紙の表紙を付け、目次を記載し、Ａ4判の大きさに

製本すること。 

なお、添付図面は、目録を付した図面袋に入れること。 

 

書類及び図面の提出

形式の追加 
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p.22 ⑶ 軽微な変更の届出（法第 16条第 1項、第 35条第 1項、規則第 38条） 

 規則第 38条に定める軽微な変更とは、以下の場合で、軽微な変更をしたときは、遅滞なく市

長に届け出なければならない。 

・ 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更  

・ 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更 

工事主等の法人の名称変更とは、工事主等の主体の変更が無い場合であり、工事主等の主体が

変更される場合は、法第 16条・第 34条に基づく変更許可申請が必要となる。 

 

⑶ 軽微な変更の届出（法第 16条第 1項、第 35条第 1項、規則第 38条） 

 規則第 38条に定める軽微な変更とは、以下の場合で、軽微な変更をしたときは、遅滞なく市長

に届け出なければならない。 

・ 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更  

・ 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更 

 

具体的な記載を追記 

p.24 ⑵ 中間検査（法第 18・37条、令第 23・24・32条、規則第 45・46条、第 75～77条まで） 

ア 中間検査対象工事 

定期報告の必要がある規模の工事で特定工程を含む場合、特定工程に係る工事を終えたとき

は、特定工程を終えた日から 4日以内に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申

請書」（規則様式第 13）をもってに位置図、土地の平面図及び中間検査を受ける構造物の構造

図を添付し、中間検査の申請をし、検査を受けなければならない。ただし、特定工程とは、盛

土又は切土をする場合において、地表水等によりがけ崩れ又は土砂の流出が生ずる恐れがある

とき（渓流等を埋め立てる場合は必須）に、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面

に暗渠排水管を設置する工事の工程をいう。 

 

⑵ 中間検査（法第 18・37条、令第 23・24・32条、規則第 45・46条、第 75～77条まで） 

ア 中間検査対象工事 

定期報告の必要がある規模の工事で特定工程を含む場合、特定工程に係る工事を終えたとき

は、特定工程を終えた日から 4日以内に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申

請書」（規則様式第 13）をもって中間検査の申請をし、検査を受けなければならない。ただ

し、特定工程とは、盛土又は切土をする場合において、地表水等によりがけ崩れ又は土砂の流

出が生ずる恐れがあるとき（渓流等を埋め立てる場合は必須）に、盛土をする前の地盤面又は

切土をした後の地盤面に暗渠排水管を設置する工事の工程をいう。 

 

申請書に添付する書

類を追加 

p.25 ⑶ 完了検査（法第 17条、第 36条、規則第 39～43条、第 69～74条） 

ア 宅地造成、特定盛土等 

許可を受けた工事が完了したときは、4日以内に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の

完了検査申請書」（規則様式第 9）に完成図（位置図及び宅地の平面図（造成計画平面図））、工

事写真（写真帳はＡ4判）及び品質管理資料を添付し提出し、完了検査の申請をし、検査を受

けなければならない。検査の結果、その工事が技術基準に適合していれば、市長は検査済証を

交付する。 

提出部数：21部（添付書類は 1部） 

なお、開発許可に係る工事の検査済証は、盛土規制法の検査済証とみなされる。 

イ 土石の堆積 

許可を受けた全ての土石の除去が完了したときは、4日以内に「土石の堆積に関する工事の

確認申請書」（規則様式第 11）に工事写真を添付し提出し、確認を受けなければならない。確

認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認められれば、市長は確認済証を交付す

る。 

提出部数：21部（添付書類は 1部） 

 

⑶ 完了検査（法第 17条、第 36条、規則第 39～43条、第 69～74条） 

ア 宅地造成、特定盛土等 

許可を受けた工事が完了したときは、4日以内に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の

完了検査申請書」（規則様式第 9）に完成図（位置図及び宅地の平面図（造成計画平面図））、工

事写真（写真帳はＡ4判）及び品質管理資料を添付し提出し、検査を受けなければならない。

検査の結果、その工事が技術基準に適合していれば、市長は検査済証を交付する。 

提出部数：2部（添付書類は 1部） 

なお、開発許可に係る工事の検査済証は、盛土規制法の検査済証とみなされる。 

イ 土石の堆積 

許可を受けた全ての土石の除去が完了したときは、4日以内に「土石の堆積に関する工事の

確認申請書」（規則様式第 11）に工事写真を添付し提出し、確認を受けなければならない。確

認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認められれば、市長は確認済証を交付す

る。 

提出部数：2部（添付書類は 1部） 

 

・文言修正 

・提出部数の変更 
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p.26 

 

⑵ 申請等手数料（京都市都市計画関係手数料条例第 3条） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請その他の申請等を行う際には、

次表の手数料表の金額を納入してください。都市計画局都市景観部開発指導課にて納入通知書を

お渡ししますので、京都市役所分庁舎 1階の銀行にてお支払いいただき（午後 4時まで受付）、

納入通知書の領収書部分を同課にお見せください。 

 

⑵ 申請手数料（京都市都市計画関係手数料条例第 3条） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請その他の申請を行う際には、次

表の手数料表の金額を納入してください。都市計画局都市景観部開発指導課にて納入通知書をお

渡ししますので、京都市役所分庁舎 1階の銀行にてお支払いいただき（午後 4時まで受付）、納入

通知書の領収書部分を同課にお見せください。 

 

文言修正 

p.28 

～33 

第 3章 許可の基準（技術的基準以外のもの） 

1 技術的基準等（法第 13・31条、令第 6～20条）  

  規制区域内で宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を施行しようとするときは、政

令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成、

特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなら

ない。技術的基準については、次の⑴から⑷によるほか、「京都市開発技術基準」及び審査基準 3

の「盛土等防災マニュアル」を参照のこと。 

⑴ 土地の形質の変更に係る技術的基準 

 

～ 

 

⑷ 土石の堆積に係る技術的基準 

 

第 3章 許可の基準 

1 技術的基準等（法第 13・31条、令第 6～20条）  

  規制区域内で宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を施行しようとするときは、政

令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成、

特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなら

ない。技術的基準については、次の⑴から⑷によるほか、「京都市開発技術基準」及び審査基準 3

の「盛土等防災マニュアル」を参照のこと。 

⑴ 土地の形質の変更に係る技術的基準 

 

 ～ 

 

 ⑷ 土石の堆積に係る技術的基準 

・構成変更によるズ

レ修正 

・技術的基準は、第

４章に独立 
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p.33 21 工事主の資力及び信用の基準 

許可を受けるには、工事主に工事を行うために必要な資力及び信用があることが必要である。こ

れは、事業計画どおりに当該事業を完遂するための資金的能力があるか否かを確認し、その事業が

中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保するためである。 

審査基準 93-1 工事主の資力及び信用の判断基準 

工事主の資力及び信用の判断は、次の全ての要件を満たすことをもって、適合しているものとす

る。 

⑴ 工事主が、申請に係る工事の資金計画を明確に立てていること。 

⑵ 工事主が、申請前 3年間において、所得税又は法人税を滞納していないこと。 

⑶ 工事主が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

・ 本法又は本法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者（本法の許可の権限を有する者が必要

と認める場合は、他の法律又は当該他の法律に基づく処分の違反をした者を含む。） 

・ 本法第 12条、第 16条、第 30条又は第 35条の許可を取り消され、その取消しの日から 5年

を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分

に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日前 60日以内

に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 5年を経過しないものを含む。） 

・ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

⑷ 工事主が、京都市暴力団排除条例第 2条第 4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと及び工事

主並びに京都市暴力団排除条例第 2条第 4号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定す

る使用人が、同条第 5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。 

審査基準 93-2 工事主の資力及び信用の有無の判断のための図書の基準 

工事主の資力及び信用の有無の判断に当たる図書については、次の図書とする。 

・ 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書及び役員の氏名及び住所を証する書類 

・ 個人の場合は、氏名及び住所を証する書類 

・ 資金計画書（預金残高証明書、融資証明書、工事費算定資料又は処分計画資料の中から該当

書類を添付すること。） 

・ 工事主の資力及び信用に関する申告書（納税証明書及び工事主が宅地建物取引業者である場

合は、宅地建物取引業法による免許証の写しを添付すること。） 

・ 誓約書（審査基準 93-1⑶に該当しない旨） 

・ 誓約書（審査基準 93-1⑷に該当しない旨） 

・ その他市長が必要と認める図書 

 

2 工事主の資力及び信用の基準 

許可を受けるには、工事主に工事を行うために必要な資力及び信用があることが必要である。こ

れは、事業計画どおりに当該事業を完遂するための資金的能力があるか否かを確認し、その事業が

中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保するためである。 

審査基準 9-1 工事主の資力及び信用の判断基準 

工事主の資力及び信用の判断は、次の全ての要件を満たすことをもって、適合しているものとす

る。 

⑴ 工事主が、申請に係る工事の資金計画を明確に立てていること。 

⑵ 工事主が、申請前 3年間において、所得税又は法人税を滞納していないこと。 

⑶ 工事主が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

・ 本法又は本法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者（本法の許可の権限を有する者が必要

と認める場合は、他の法律又は当該他の法律に基づく処分の違反をした者を含む。） 

・ 本法第 12条、第 16条、第 30条又は第 35条の許可を取り消され、その取消しの日から 5年

を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分

に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日前 60日以内に

当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 5年を経過しないものを含む。） 

・ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

⑷ 工事主が、京都市暴力団排除条例第 2条第 4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと及び工事

主並びに京都市暴力団排除条例第 2条第 4号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定す

る使用人が、同条第 5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。 

審査基準 9-2 工事主の資力及び信用の有無の判断のための図書の基準 

工事主の資力及び信用の有無の判断に当たる図書については、次の図書とする。 

・ 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書及び役員の氏名及び住所を証する書類 

・ 個人の場合は、氏名及び住所を証する書類 

・ 資金計画書（預金残高証明書、融資証明書、工事費算定資料又は処分計画資料の中から該当

書類を添付すること。） 

・ 工事主の資力及び信用に関する申告書（納税証明書及び工事主が宅地建物取引業者である場

合は、宅地建物取引業法による免許証の写しを添付すること。） 

・ 誓約書（審査基準 9-1⑶に該当しない旨） 

・ 誓約書（審査基準 9-1⑷に該当しない旨） 

・ その他市長が必要と認める図書 

 

構成変更によるズレ

修正 

  



7 

 

p.34 32 工事施行者の能力の基準 

 許可を受けるには、工事施行者に工事を行うために必要な能力があることが必要である。これ

は、過去の事業実績等から判断して着実に許可条件等を遵守して当該事業を遂行していくことがで

きるか否かを確認し、その事業が中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保するため

である。 

審査基準 104-1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行者能力の判断基準 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行者能力の判断は、原則、次の 2つの要件を

満たすことをもって、適合しているものとする。 

⑴ 建設業（原則、「土木工事業」とする。）の許可を受けていること。 

⑵ 申請に係る工事と同等の規模若しくは同等の規模以上※1の宅地造成若しくは特定盛土等に関す

る工事又は開発行為に関する工事を施行し、完了させた実績※2を有すること。 

※1 申請に係る工事と同等の規模若しくは同等の規模以上とは、実績を有する宅地造成若しく

は特定盛土等に関する工事又は開発行為に関する工事※3における盛土及び切土をした土地の

面積等が、申請に係る盛土及び切土をする土地の面積等と同程度若しくは同程度以上である

ことをいう。 

※2 工事の実績には、工事の元請人としての実績だけでなく、工事の下請人としての実績も含

む。 

※3 宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は開発行為に関する工事は、原則として、法

（旧宅地造成等規制法を含みます。）の許可又は都市計画法の開発許可を受けたものとする。 

審査基準 104-2 土石の堆積に関する工事に係る工事施行者能力の判断基準 

土石の堆積に関する工事に係る工事施行者能力の判断は、原則、建設業（原則、「土木工事業」

とする。）の許可を受けていることをもって、適合しているものとする。ただし、工作物を設置し

ない場合は、この限りではない。 

審査基準 104-3 工事施行者の能力の有無の判断のための図書の基準 

工事施行者の能力の有無の判断に当たる図書については、次の図書とする。 

・ 工事施行者の能力に関する申告書 

・ 建設業法による許可通知書（原則、「土木工事業」とする。）の写し 

・ 法人の場合は登記事項証明書（商業登記規則第 30条第 1項第 1号に規定する現在事項証明

書であって、同条第 3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。） 

・ その他市長が必要と認める図書 

 

 

3 工事施行者の能力の基準 

 許可を受けるには、工事施行者に工事を行うために必要な能力があることが必要である。これ

は、過去の事業実績等から判断して着実に許可条件等を遵守して当該事業を遂行していくことがで

きるか否かを確認し、その事業が中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保するため

である。 

審査基準 10-1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行者能力の判断基準 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行者能力の判断は、原則、次の 2つの要件を

満たすことをもって、適合しているものとする。 

⑴ 建設業（原則、「土木工事業」とする。）の許可を受けていること。 

⑵ 申請に係る工事と同等の規模若しくは同等の規模以上※1の宅地造成若しくは特定盛土等に関す

る工事又は開発行為に関する工事を施行し、完了させた実績※2を有すること。 

※1 申請に係る工事と同等の規模若しくは同等の規模以上とは、実績を有する宅地造成若しくは

特定盛土等に関する工事又は開発行為に関する工事※3における盛土及び切土をした土地の面

積等が、申請に係る盛土及び切土をする土地の面積等と同程度若しくは同程度以上であること

をいう。 

※2 工事の実績には、工事の元請人としての実績だけでなく、工事の下請人としての実績も含

む。 

※3 宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は開発行為に関する工事は、原則として、法

（旧宅地造成等規制法を含みます。）の許可又は都市計画法の開発許可を受けたものとする。 

審査基準 10-2 土石の堆積に関する工事に係る工事施行者能力の判断基準 

土石の堆積に関する工事に係る工事施行者能力の判断は、原則、建設業（原則、「土木工事業」と

する。）の許可を受けていることをもって、適合しているものとする。ただし、工作物を設置しない

場合は、この限りではない。 

審査基準 10-3 工事施行者の能力の有無の判断のための図書の基準 

工事施行者の能力の有無の判断に当たる図書については、次の図書とする。 

・ 工事施行者の能力に関する申告書 

・ 建設業法による許可通知書（原則、「土木工事業」とする。）の写し 

・ 法人の場合は登記事項証明書（商業登記規則第 30条第 1項第 1号に規定する現在事項証明書

であって、同条第 3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。） 

・ その他市長が必要と認める図書 

 

構成変更によるズレ

修正 
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p.35 43 関係権利者の同意の基準 

土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための以下の事業の施行に

伴うものを除き、許可を受けるには、工事をする土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使

用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ている

ことが必要である。また、権利を有する者が死亡している場合は、全ての相続人の同意及び相続関

係を証明する書類が必要である。 

・ 土地区画整理法に規定する土地区画整理事業 

・ 土地収用法の規定による告示に係る事業 

・ 都市再開発法に規定する第一種市街地再開発事業 

・ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に規定する住宅街区整

備事業 

・ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業 

・ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業のうち使

用権設定土地において行うもの 

当該土地の権利を有する者が国又は地方公共団体等の公共機関の場合には、申請者が土地の貸付

け等に関する協議を開始している旨の当該公共機関の交付する証明を添付すること。ただし、許可

の際には、当該公共機関と土地の貸付け等に係る契約締結等を行ったことを証する書類等の写しを

提出すること。 

 

 

必要な権利者の同意を取得していることを確認するための図書は、次の図書とする。 

・ 公図の写し（必要な場合は、合成公図） 

・ 該当する権利者を記載した一覧表（工事をする土地又はその土地にある工作物に関する調

書） 

・ 土地の登記事項証明書 

・ 各権利者の同意書（印鑑証明書添付） 

 

 

審査基準 115 必要な権利者の同意を取得していることを確認するための図書の基準 

4 関係権利者の同意の基準 

土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための以下の事業の施行に

伴うものを除き、許可を受けるには、工事をする土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使

用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ている

ことが必要である。また、権利を有する者が死亡している場合は、全ての相続人の同意及び相続関

係を証明する書類が必要である。 

・ 土地区画整理法に規定する土地区画整理事業 

・ 土地収用法の規定による告示に係る事業 

・ 都市再開発法に規定する第一種市街地再開発事業 

・ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に規定する住宅街区整

備事業 

・ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業 

・ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業のうち使

用権設定土地において行うもの 

当該土地の権利を有する者が国又は地方公共団体等の公共機関の場合には、申請者が土地の貸付

け等に関する協議を開始している旨の当該公共機関の交付する証明を添付すること。ただし、許可

の際には、当該公共機関と土地の貸付け等に係る契約締結等を行ったことを証する書類等の写しを

提出すること。 

 

 

必要な権利者の同意を取得していることを確認するための図書は、次の図書とする。 

・ 公図の写し（必要な場合は、合成公図） 

・ 該当する権利者を記載した一覧表（工事をする土地又はその土地にある工作物に関する調

書） 

・ 土地の登記事項証明書 

・ 各権利者の同意書（印鑑証明書添付） 

 

 

審査基準 11 必要な権利者の同意を取得していることを確認するための図書の基準 

構成変更によるズレ

修正 

- 

 

第 4章 技術的基準 

 

 技術的基準として、

第４章を新設 
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p.37 別表 2 

盛土規制法の許可等を要しない工事一覧 

区分 具体的な内容 

公共施設用地  

（法第 2条第 1

項第 1号、令第

2条、規則第 1

条各項） 

・ 道路（林道（主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であっ

て、林道規程及び林道技術基準に基づくもの。林業専用道を含む。）を含

む）、公園、河川、里道、水路 

・ 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、

漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供

する施設 

・ 雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関

する法律第 2条第 2項に規定する防衛施設 

・ 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物

処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落

排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 
 

別表 2 

盛土規制法の許可等を要しない工事一覧 

区分 具体的な内容 

公共施設用地  

（法第 2条第 1

項第 1号、令第

2条、規則第 1

条各項） 

・ 道路（林道（主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であっ

て、林道規程及び林道技術基準に基づくもの。林業専用道を含む。）を含

む）、公園、河川 

・ 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、

漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供

する施設 

・ 雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関

する法律第 2条第 2項に規定する防衛施設 

・ 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物

処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落

排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 
 

公共施設用地として

里道、水路を追記 
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p.39 別表 2 

盛土規制法の許可等を要しない工事一覧 

区分 具体的な内容 

災害の発生する

おそれがないと

認められる工事  

（法第 12条第 1

項ただし書、法

第 27条第 1項た

だし書、法第 30

条第 1項ただし

書、政令第 5条

第 1項各号、政

令第 27条、政令

第 29条第 1項、

省令第 8条第 1

項各号） 

・ 宅地造成又は特定盛土等（令第 3条第 5号の盛土又は切土に限る。）に関

する工事のうち、高さが 2メートル以下※6であって、盛土又は切土をする前

後の地盤面の最大標高差の値が 30センチメートルを超えない盛土又は切土

をするもの※67 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

図 1  

 

 

 

 

 

 

図 2  

※6 2メートル以下の「高さ」とは、盛土等をした後の地盤面の最大高低

差をいい、図 1及び図 2において、点 Aと点 Bの標高の差となる。 

※67 盛土又は切土をする土地の面積が 500平方メートルを超え、かつ、

盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が 30センチメートルを一

部でも超える場合、許可対象行為となる。 

 
 

別表 2 

盛土規制法の許可等を要しない工事一覧 

区分 具体的な内容 

災害の発生する

おそれがないと

認められる工事  

（法第 12条第 1

項ただし書、法

第 27条第 1項た

だし書、法第 30

条第 1項ただし

書、政令第 5条

第 1項各号、政

令第 27条、政令

第 29条第 1項、

省令第 8条第 1

項各号） 

・ 宅地造成又は特定盛土等（令第 3条第 5号の盛土又は切土に限る。）に関

する工事のうち、高さが 2メートル以下であって、盛土又は切土をする前後

の地盤面の最大標高差の値が 30センチメートルを超えない盛土又は切土を

するもの※6 

    

    

 

 

 

 

※6 盛土又は切土をする土地の面積が 500平方メートルを超え、かつ、

盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が 30センチメートルを一

部でも超える場合、許可対象行為となる。 

 

 

・説明図を改正 

・高さの説明を追記 

  

原地盤線＋30㎝ 

原地盤線－30㎝ 
原地盤線 

盛土 

切土 

計画地盤線 

A 

B 

A 

30㎝以下 
盛土 

B ２m以下 

30cm以下 
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p.41 別表 3 

盛土規制法と他の法令との関係一覧 

法令等 手続等の概要 担当課等 

森林法 森林法に基づく地域森林計画の対象となっている

民有林において、1ヘクタール※を超える規模の造成

行為等の形質変更を行う場合は、京都府の許可が必

要。 

また、1ヘクタール※以下でも届出が必要な場合が

ある。 

なお、施行区域に保安林を含めることは、解除を

受けることができる場合を除き、できない。 

※ 太陽光発電設備の設置を目的とする造成行為

等にあっては、0.5ヘクタール  

許可：京都府京都林務

事務所 

届出：産業観光局農林

振興室林業振興

課 

 

 

別表 3 

盛土規制法と他の法令との関係一覧 

法令等 手続等の概要 担当課等 

森林法 森林法に基づく地域森林計画の対象となっている

民有林において、1ヘクタール※を超える規模の造成

行為等の形質変更を行う場合は、京都府の許可が必

要。 

また、1ヘクタール※以下でも届出が必要な場合が

ある。 

なお、施行区域に保安林を含めることは、解除を

受けることができる場合を除き、できない。 

※ 太陽光発電設備の設置を目的とする造成行為

等にあっては、0.5ヘクタール  

許可：京都府京都林務

事務所 

届出：産業観光局農林

振興室林業振興

課 

 

組織再編のため修正 
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p.42 法令等 手続等の概要 担当課等 

特定都市河川浸

水被害対策法 

概要 

・ 特定都市河川浸水被害対策法により、一級河川淀川

水系芥川が特定都市河川に、同河川流域が特定都市河

川流域に、それぞれ指定されています（令和 7年 6月

20日付け）。 

・ 指定区域は、以下の町の全域または一部です。西京

区大原野外畑町、南春日町、石作町、出灰町、小塩町

（詳細は担当課にご確認ください。） 

・ 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う

1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為（土地の

締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行

為）には、市長の許可が必要です。 

解説 

・ 特定都市河川浸水被害対策法による宅地等とは、宅

地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路及び飛行場

の土地のことです。 

・ 許可が必要となる面積の 1,000平方メートルとは、

施行区域の面積ではなく、雨水浸透阻害行為をする土

地の区域の面積です。 

・ 許可に際しては、雨水流出抑制対策（雨水貯留浸透

施設の設置）が必要となります。 

建設局土木管理部

河川整備課 

 

（追記） 一級河川淀川水系芥

川流域が特定都市河

川及び特定都市河川

流域に指定されたこ

とに伴い追記 

p.43 別表 4 

手続に必要な書類の作成要領 

内容 宅地造
成及び
特定盛
土等許
可申請 

土石の 
堆積 
許可申
請  様式 書類名 備考 

④ ― ③の土地及び建物の登記全部事項証

明書※2 

仮換地の指定がされた土地区

画整理事業施行区域内の場合

については、仮換地底地証明

書を添付し、仮換地の底地に

ついても土地の全部事項証明

書を添付すること。 

登記名義人が死亡している場

合には、当該物件に係る相続

人を確認できる書類を添付す

ること。 

 

 

 

〇 ○ 

 

別表 4 

手続に必要な書類の作成要領 

内容 宅地造
成及び
特定盛
土等許
可申請 

土石の 
堆積 
許可申
請  様式 書類名 備考 

④ ― ③の土地建物登記全部事項証明書※2 区画整理事業施行区域内の場

合は仮換地底地証明書を添付

すること。 

登記名義人が死亡している場

合には、当該物件に係る相続

人を確認できる書類を添付す

ること。 

 

 

 

〇 ○ 

 

・運用として求めて

いるものを明記 

・文言修正 

 

  

事前審査時には、当該地についても、登記事
項要約書や登記情報提供サービスによるも
のでも可能。 
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p.44 ⑩ 京都

市暴

力団

排除

条例

施行

規則

第 1

号様

式 

誓約書 工事主が法人の場合は、履歴事項全

部証明書に記載の役員（取締役、監

査役、会計監査人、会計参与等）全

員（役員が法人の場合はその代表

者）が暴力団員でない旨の誓約が必

要です。 

支所（支社、支店等）が申請する場

合は、本所（本社、本店等）の役員

全員及び当該支所の業務を統括する

者（支配人、支店長、営業所長、事

務所長等）が暴力団員でない旨の誓

約が必要です。 

〇 〇 

 
 

⑩ 京都

市暴

力団

排除

条例

施行

規則

第 1

号様

式 

誓約書 工事主が法人の場合は、履歴事項全

部証明書に記載の役員（取締役、監

査役、会計監査人、会計参与等）全

員（役員が法人の場合はその代表

者）が暴力団員でない旨の誓約が必

要です。 

支所（支社、支店等）が申請する場

合は、本所（本社、本店等）の役員

全員及び当該支所の業務を統括する

者（支配人、支店長、営業所長、事

務所長等）が暴力団員でない旨の誓

約が必要です。 

〇 〇 

 

会計監査人は会社法

上の役員ではないた

め削除 

p.44 ※1 委任日前 3箇月以内かつ、許可申請日前 1年以内 
※2 許可申請日前 3箇月以内。原本還付が必要な場合は、写しを提出し、原本を提示してくださ

い。 
※3 同意日前 3箇月以内。ただし、許可申請日前 1年以内に限る。 

 

※1 委任日前 3箇月以内かつ、許可申請日前 1年以内 
※2 許可申請日前 3箇月以内。 
※3 同意日前 3箇月以内。ただし、許可申請日前 1年以内に限る。 

 

原本還付可能な図書

について明記 
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p.46 別表 5 

手続に必要な図面の作成要領 

初めて提出する図面には当初と記載してください。１回目の変更許可で提出する図面には第１回変

更と記載してください。以降、同様（例：２回目の変更→第２回変更）。 

図

面 

番

号 

図面の名

称 
縮尺 表示すべき事項 備考 

③ 土地の平
面図 
（宅地造
成又は特
定盛土
等） 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 方位 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 盛土又は切土の色分

け、盛土又は切土の高

さ、盛土又は切土をする

土地の面積、盛土又は切

土の土量 

5 20ｍごとに縦横断線と

測線番号（土地の断面図

と対照） 

6 崖
がけ

（のり面を含む）、

擁壁、崖面崩壊防止施設

及び地滑り抑止杭又はグ

ラウンドアンカーその他

の土留めの位置、延長、

形状、高さ及び名称 

7 道路の位置、形状、幅

員、延長、勾配及び名称 

8 道路の中心線、測点及

び計画高 

9 排水施設の位置、形状

及び流水方向 

10 計画地盤の流水方向 

11 土地の形状及び計画

高 

12 洪水調節池、沈砂池

等の位置、形状及び名称 

13 その他の構造物の位

置、形状、規模及び名称 

14 Ｂ．Ｍ．の位置及び

高さ 

15 周辺道路、排水施設

との接続関連 

16 地形（現況線） 

17 工事概要 

18 凡例 

1 図面番号②「地形図」を使用

すること。 

2 現況線は細く、計画線は太く

表示すること。 

3 切土の場合は淡黄色、盛土の

場合は淡緑色に色分けするこ

と。 

4 縮尺については、大規模な場

合は別途指示する。 

5 植栽、芝張り等の措置を行う

必要がない場合は、その旨を付

すること。 

6 擁壁、崖面崩壊防止施設及び

排水施設については、申請書と

照合できるように番号を付する

こと。 

7 荷重制限区域を設ける場合

は、その範囲を明記すること。 

 

 

別表 5 

手続に必要な図面の作成要領 

図

面 

番

号 

図面の名

称 
縮尺 表示すべき事項 備考 

③ 土地の平
面図 
（宅地造
成又は特
定盛土
等） 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 方位 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 盛土又は切土の色分

け、盛土又は切土の高

さ、盛土又は切土をする

土地の面積、盛土又は切

土の土量 

5 20ｍごとに縦横断線と

測線番号（土地の断面図

と対照） 

6 崖
がけ

（のり面を含む）、

擁壁、崖面崩壊防止施設

及び地滑り抑止杭又はグ

ラウンドアンカーその他

の土留めの位置、延長、

形状、高さ及び名称 

7 道路の位置、形状、幅

員、延長、勾配及び名称 

8 道路の中心線、測点及

び計画高 

9 排水施設の位置、形状

及び流水方向 

10 計画地盤の流水方向 

11 土地の形状及び計画

高 

12 洪水調節池、沈砂池

等の位置、形状及び名称 

13 その他の構造物の位

置、形状、規模及び名称 

14 Ｂ．Ｍ．の位置及び

高さ 

15 周辺道路、排水施設

との接続関連 

16 地形（現況線） 

17 工事概要 

18 凡例 

1 図面番号②「地形図」を使用

すること。 

2 現況線は細く、計画線は太く

表示すること。 

3 切土の場合は淡黄色、盛土の

場合は淡緑色に色分けするこ

と。 

4 縮尺については、大規模な場

合は別途指示する。 

5 植栽、芝張り等の措置を行う

必要がない場合は、その旨を付

すること。 

6 擁壁、崖面崩壊防止施設及び

排水施設については、申請書と

照合できるように番号を付する

こと。 

 

 

・許可後の審査済印

の押印を廃止するこ

とによる運用の変更

（※令和８年８月１

日以降に本申請する

ものについて適用） 

・土地の平面図に表

示すべき事項及び備

考を修正 
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p.47 ⑤ 排水施設
の平面図 
 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 方位 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 排水施設の名称、位

置、延長、種類、形状、

材料、内のり寸法、流水

方向及び勾配 

5 吐口の位置、形状及び

高さ 

6 放流先河川、水路の名

称、断面及び水位（低水

位、高水位） 

7 計画地盤の流水方向 

8 流量計算書との照合符

号 

9 排水管を公共下水道に

接続する場合にあって

は、その位置、構造及び

系統名称 

10 道路その他の公共・

公益的施設及び宅地等の

位置、形状及び計画高 

11 洪水調整池、沈砂池

等の位置、形状、規模及

び名称 

12 工事概要 

13 凡例 

1 図面番号②「地形図」を使用

すること。 

2 現況線は細く、計画線は太く

表示すること。 

3 人孔の位置及び人孔間距離を

明示すること。 

4 放流先図示に必要な範囲の外

周区域を包括したものであるこ

と。 

5 排水流末が遠隔地である場合

は、これとの接続（改修計画を

必要とする場合は、当該関係区

間まで）についての関係図書を

添付すること。 

6 のり面、がけ面及び擁壁の位

置及び形状を明示すること。 

 

 

⑤ 排水施設
の平面図 
 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 方位 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 排水施設の名称、位

置、延長、種類、形状、

材料、内のり寸法、流水

方向及び勾配 

5 吐口の位置、形状及び

高さ 

6 放流先河川、水路の名

称、断面及び水位（低水

位、高水位） 

7 計画地盤の流水方向 

8 流量計算書との照合符

号 

9 排水管を公共下水道に

接続する場合にあって

は、その位置、構造及び

系統名称 

10 道路その他の公共・

公益的施設及び宅地等の

位置、形状及び計画高 

11 洪水調整池、沈砂池

等の位置、形状、規模及

び名称 

12 工事概要 

13 凡例 

1 図面番号②「地形図」を使用

すること。 

2 現況線は細く、計画線は太く

表示すること。 

3 人孔の位置及び人孔間距離を

明示すること。 

4 放流先図示に必要な範囲の外

周区域を包括したものであるこ

と。 

5 排水流末が遠隔地である場合

は、これとの接続（改修計画を

必要とする場合は、当該関係区

間まで）についての関係図書を

添付すること。 

6 のり面、がけ面及び擁壁の位

置及び形状を明示すること。 

 

記載するべき内容を

修正 

p.48 ⑧ 土地の断
面図 
 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 縦横断線と測線番号 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 基準線（Ｄ．Ｌ．） 

5 現地盤高と計画地盤高 

6 切土及び盛土の色分

け、盛土の最大高さ 

7 崖、段切り、擁壁、道

路、河川、水路施設等の

位置及び形状 

8 法面の形状、高さ及び

勾配 

9 計画地盤面の流水方向 

10 凡例 

1 縦横とも同じ縮尺を用いるこ

と。 

2 土地の平面図と縮尺を合わせ

ること。 

3 現況線は細く、計画線を太く

表示すること。 

4 盛土の最大高さ断面で断面図

を作成すること。測線間隔は、

20ｍを標準とし、高低差の著し

い箇所等は測点を追加するこ

と。 

5 切土は淡黄色、盛土は淡緑色

で色分けすること。 

6 必要な範囲の外周区域を包括

したものであること。 

7 荷重制限区域を設ける場合

は、その範囲を明記すること。 
 

⑧ 土地の断
面図 
 

1／500 
以上 

1 縮尺 

2 縦横断線と測線番号 

3 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

4 基準線（Ｄ．Ｌ．） 

5 現地盤高と計画地盤高 

6 切土及び盛土の色分

け、盛土の最大高さ 

7 崖、段切り、擁壁、道

路、河川、水路施設等の

位置及び形状 

8 法面の形状、高さ及び

勾配 

9 計画地盤面の流水方向 

10 凡例 

1 縦横とも同じ縮尺を用いるこ

と。 

2 土地の平面図と縮尺を合わせ

ること。 

3 現況線は細く、計画線を太く

表示すること。 

4 盛土の最大高さ断面で断面図

を作成すること。測線間隔は、

20ｍを標準とし、高低差の著し

い箇所等は測点を追加するこ

と。 

5 切土は淡黄色、盛土は淡緑色

で色分けすること。 

6 必要な範囲の外周区域を包括

したものであること。 

 

 

 

備考を修正 
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p.50 ㉔ 公図 
（合成公
図） 
（字限
図） 
（許可申
請日前 3
箇月以
内） 

 1 方位 

2 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

3 施行区域内の土地及び

その周辺の町名と地番 

4 施行区域内の土地及び

その周辺の所有者名 

1 法務局備付けのものの写し

に、官有地は種別ごとに色分け

をすること。法務局備付け地図

や登記記録された情報をもと

に、当該地及び隣接地の所有者

名、町名、方位を記入し、区域

を赤線で囲むこと。 

2 作成年月日を記入し、作成し

た者の氏名を記載すること。 

3 仮換地の指定がされた土地区

画整理事業の施行地区区域内に

おついては、仮換地指定図を添

付もとに作成すること。 

34 当該地及び隣接地を包含する

法務局発行の地図証明書の原本

（申請日前 3箇月以内のもの）

を添付すること。原本還付が必

要な場合は、写しを提出し、原

本を提示してください。 

 

 

5 複数の公図に跨る場合は、合

成公図を作成し、作成年月日及

び作成した者の氏名を記載する

こと申請地(隣接地を含む)全体

を１枚に合成し作成すること。 

 
注 1 図面の大きさは、原則としてＡ23 判とすること。 
 

 

㉔ 公図 
（字限
図） 
（許可申
請日前 3
箇月以
内） 

 1 方位 

2 工事をする土地の区域

の境界及び施行区域の境

界 

3 施行区域内の土地及び

その周辺の町名と地番 

4 施行区域内の土地及び

その周辺の所有者名 

1 法務局備付けのものの写し

に、官有地は種別ごとに色分け

をすること。 

2 土地区画整理事業の施行地区

内においては、仮換地指定図を

添付すること。 

3 複数の公図に跨る場合は、合

成公図を作成し、作成年月日及

び作成した者の氏名を記載する

こと。 

 

注 1 図面の大きさは、原則としてＡ2 判とすること。 
 

・原本還付可能な図

書について明記 

・添付書類について

明記。 

p.61 資料２ 
 

□ 

④ 

土地及び建物登記の全部事項証明書 〇 △ 

□ 計算書 〇 △ 

 土量計算書 〇 △ 

構造物設計計算書及び安定計算書 〇 △ 

流量計算書 〇 △ 

□ 防災措置説明書 〇 △ 

□ 現況写真 工事をする土地の区域の表示は、境界を赤色線で囲み、施行区

域の表示は、境界を赤色破線で囲むこと。撮影場所記載図を添

付すること。 

〇 〇 

□ Z折又は図面袋 A4サイズ 表に図面内容目次記載 〇 〇 

資料２ 

 

□ 

④ 

土地建物登記全部事項証明書 〇 △ 

□ 計算書 〇 △ 

 土量計算書 〇 △ 

構造物設計計算書及び安定計算書 〇 △ 

流量計算書 〇 △ 

□ 現況写真 工事をする土地の区域の表示は、境界を赤色線で囲み、施行区域の

表示は、境界を赤色破線で囲むこと。撮影場所記載図を添付するこ

と。 

〇 〇 

□ 図面袋 A4サイズ 表に図面内容目次記載 〇 〇 

・文言修正 

・運用として求めて

いるものを手引に明

記 

 

事前審査時には、当該地及び隣接地の法務局
発行の地図証明書は不要。 


